
Madrid e-Filingを使った商標の国際登録出願

特許庁審査業務部出願課 国際意匠・商標出願室



特許庁 1

１

３

２

４ Q＆A

最新の動向

操作のデモンストレーション よくある質問・誤りを踏まえて

Madrid e-Filingの概要

本日の構成



特許庁 2

⚫ 2022年6月1日よりWIPOの提供するWebサービスMadrid e-Filingによる出願の受付を開始

⚫ 20の国・地域の知財庁が利用（2023年8月現在）

Madrid e-Filingにて可能な手続

・国際登録出願作成

・WIPOへの手数料納付

・国際登録出願を本国官庁へ提出

・本国官庁からの不備連絡に対する修正応答

・WIPOからの欠陥通報に対する応答を本国官庁へ提出

Madrid e-Filingの概要

WIPO HP
https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/efile/offices.html

※Madrid e-Filingにて可能な手続については、JPOに提出する場合を想定

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/efile/offices.html


【質問１】国際登録出願はどのような方法で行っていますか？

特許庁 3

① e-Filingを使用している

② 様式MM2を使用している

③ e-Filing・様式MM2の両方を使用している

④ 出願の経験はない



操作のデモンストレーション

特許庁 4

よくある質問・誤りを織り交ぜながら、実際の操作画面を用いて説明します。

出願の作成
～

本国官庁への願書提出

本国官庁からの不備通知
～

WIPOへの願書送付

WIPOからの欠陥通報
～

通報に対する応答

Part 1 Part 2 Part 3 



Madrid e-Filingを利用するための事前準備①

特許庁 5

Madrid e-Filingを利用するためには、まずはWIPOアカウントの作成が必要です。

WIPOアカウントの作成は、特許庁HPからWIPOが提供するアカウント作成ページにアクセスして行います。

特許庁HP Madrid e-Filingによる国際出願手続
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html


Madrid e-Filingを利用するための事前準備②

特許庁 6

WIPOアカウントを作成後、Madrid e-Filingにログインします。

Settingsボタンを押し、本国官庁の設定や他のユーザーとの出願情報の共有設定など、各種設定を行います。

Preferred national office(本国官庁)をJapanと設定すると
Preferred correspondence language with office of 

origin(本国官庁とのコミュニケーションに使用する言語)は
Japaneseと設定されます。

他のユーザーと出願情報を共有する場合は、共有
したい者のUser IDとメールアドレスを入力・

Add Userボタンを押した後に保存をクリックし
ます。



特許庁 7

出願の作成

～
本国官庁への願書提出

Part 1 



Part１ 出願書類の作成の開始①

8特許庁

My portfolio画面より「New application」
ボタンをクリックしてください。
情報入力画面に遷移します。

WIPOアカウント作成時に設定した
ユーザー名とパスワードでログイン。



Part１ 出願書類の作成の開始②

9特許庁

 １つの画面で入力を完了してから次の画面に進み
ます。未完了の画面を飛び越えて先に進むことは
できません。

 入力した内容は、画面右上の部分（緑枠部分）又
は左のナビゲーション（赤枠）を使って次の画面
に遷移することで保存されます。

 画面右上の部分（緑枠部分）又は左のナビゲー
ション（赤枠）を使って次の画面に遷移（または
前の画面に戻る）ことができます。

留意点



Part１ 本国官庁及び基礎情報の入力

10特許庁

Office of origin：本国官庁。「JP – Japan」に設定
Filing language：出願言語。「English」に設定
Applicant's Reference：出願人整理番号。
※出願人が管理用に使う情報です（入力は任意）

基礎商標情報は以下の２つの方法により入力することができます。

・WIPO Global Brand Database からのインポートによる入力
（Import basic application or registration ボタンから入力）

・手動による基礎商標情報の入力
（Add basic application or registrationボタンから入力）



Part１ 基礎情報の入力①

11特許庁

Application number（出願番号）または

Registration number（登録番号）を入力し、

「Search」ボタンをクリックして検索。

該当する情報が存在する場合は、商標の情報が

表示される。「OK」ボタンを押して情報をイ

ンポートします。

 １件目の基礎情報を誤ってインポートした場合は、
保存前であれば削除することができます。次の画
面に遷移することにより情報が保存された場合は、
削除できなくなりますので、最初から出願を作り
直していただく必要があります。

留意点

WIPO Global Brand Databaseからインポート



Part１ 基礎情報の入力②

12特許庁

①

②

①Application number（出願番号）

②Application date（出願日）

商標出願を基礎とする場合

①

②

③

④

商標登録を基礎とする場合

手動による入力

①Application number（出願番号）

②Application date（出願日）

③Registration number（登録番号）

④Registration date（登録日）

商標登録番号(③)と登録日(④)だけでなく、その商標登録の
出願番号(①)と出願日(②)も記入する必要があります。



Part１ 指定締約国の選択

13特許庁

EUIPOとアメリカを指定した場合には、
Seniority claim(MM17)とDeclaration of 
Intention to use(MM18)がメニューに追加
されます。 一部の指定締約国を選択した場合、追加の説

明が画面下部「Remarks」部分に表示されま
す。



Part１ 出願人情報の入力①

特許庁 14

 インポートにより商標基礎情報を入力した場合、
WIPO Global Brand Databaseから取り込まれ
る出願人情報は日本語で表示されます。国際登録出
願の出願言語は英語となりますので、必ず、出願人
情報を英語で入力し直してください（氏名、住所
等）。

 手動で基礎情報を入力した場合には、出願人情報を
入力する必要があります。

留意点

出願人が複数存在する場合は、Add another 
applicant ボタン（緑枠）をクリック
して追加します。

画面⾚枠内の出願人名をクリックすると、
詳細情報が表示され、編集可能となります。



Part１ 出願人情報の入力②

15特許庁

法人の場合は
・Application type欄はLegal entityを選択

・Legal natureには法人の種類（法的性質）を記載
します（Corporationなど)。

Entitlement to file欄について
・出願人が日本国民である場合には、
Entitlement as national（日本国民）にチェック
を入れます。

・出願人が外国人であって、現実に日本国内に居
住している場合には、Entitled through domicile
（日本の居住者）にチェックを入れます。

自然人の場合は
・Application type欄はNatural personを選択

・Nationalityは出願人の国籍に該当する国名を選択

Entitlement to file欄について

・出願人が日本法人である場合には、Entitlement 
as a national にチェックを入れます。

・出願人が外国法人であって、上記に記載した住所
は日本国内ではないが、日本国内に現実かつ真正の
工業上若しくは商業上の営業所を有する場合には、
Entitlement through establishmentにチェックを
入れます。

Nameは名称をローマ字に置き換え
て、⾳訳⼜は英語へ翻訳して記載し
てください。



Part１ 代理人情報の入力

16特許庁

代理人を選任しない場合は、
Appointed representative?はNoを選
択してください。



Part１ 申請言語及び通信の言語の入力

17特許庁

ＥＭ（欧州連合）を指定締約国とし
た場合、第2言語の選択が必要です。

代理人を選任していない場合は、Will 
be sent to this address欄を選択すること
により、連絡のための代替の通信先を
入力することができます。



Part１ 標章及び関連情報の入力①

18特許庁

Kindは、基礎の商標が団体商標である
場合にのみCollectiveに変更してくだ
さい。

商標がカラーである場合は、「The mark is 
in color」にチェックを入れます。
商標がカラーであるにもかかわらずこの枠に
チェックが入っていない場合、カラー料金が
適用されず、WIPOから料金欠陥通報が送付
されますのでご注意ください。

 手動で基礎情報を入力した場合には、標章の情報
を入力する必要があります。インポートにより基
礎情報を入力した場合でも、情報が反映されてい
ない場合は、必要な情報をこの画面から入力して
ください。

留意点

Mark Typeについて

①基礎出願／登録の商標が「標準文字であり、
かつラテン文字」である場合は、Mark Type
はWordを選択してください。

②基礎出願／登録の商標が上記以外の文字商
標である場合は、Mark TypeはFigurativeを
選択し、商標イメージを画面からアップロー
ドしてください。この場合、e-filing上では、
標準文字主張をすることはできません。

③基礎出願／登録の商標が図形商標である場
合は、 Mark TypeはFigurativeを選択し、商
標イメージを画面からアップロードしてくだ
さい。



Part１ 標章及び関連情報の入力②

19

商標に日本語（漢字、かな等）を含む場合は、
ローマ字による⾳訳が必須

商標に日本語（漢字、かな等）を含む場合は、
ローマ字による⾳訳が必須。

基礎に、第5条第4項で規定する「商標の詳細な説
明」が含まれている場合に、その内容を英訳して記
載します。動き、ホログラム、⾳、立体、位置⼜は
色彩のみからなる商標が基礎の場合に該当します。

基礎に「商標の詳細な説明」が含まれていない
場合で、国際登録出願に商標の説明を含めるこ
とを希望する場合に記載します。

標章を構成する一部が識別力を有していない
ため、その部分につき権利を主張しない場合
に記載します。

特許庁

色彩の主張を行う場合

色彩の詳細な主張を行う場合

色彩を主張する場合は、「The applicant claims color(s) as a 
distinctive feature of the mark」（⾚枠）にチェックを入れます。 入力欄に標章に使用されている色彩を入力

し、Add color claimボタン（緑枠）をク
リックすると色彩の主張をすることができ
ます。

色彩について詳細な主張をする場合は、入
力欄（⾚枠）に記載します。

標章の言語要素を記載することができます。
標章が装飾した文字である場合等に、意図と異なる
言語要素が記録されるのを防ぎます。



Part１ 指定商品・役務の入力①

20特許庁

 WIPO Global Brand Databaseから基礎商標情報をインポートした場合、指定商品・役務の情報は
Goods and services画面を開いた際に、自動で英語翻訳されます。

 手動で基礎情報を入力した場合には、New Classから商品・役務の情報を入力する必要があります。

Class部分をクリックすると、英訳
された指定商品・役務を区分ごとに
一覧を表示することができます。



Part１ 指定商品・役務の入力②メニューバーの機能

21特許庁

◆新規に区分を追加し、指定商品・役務を入力する場合

①Bilingual Display ②Edit

◆Remove selected terms

ドロップダウンリストからClassを選択し（⾚枠）、
New class行のプラスボタン（緑枠）をクリックし
て追加します。

◆指定商品・役務の確認、編集、削除する場合

③Remove selected terms



Part１ 指定商品・役務の入力③＜指定商品・役務の検討＞

特許庁

• Goods and services欄：指定商品・役務リストは、基礎出願・登録の範囲内に収める。

国際登録出願の指定商品・役務 ≦ 基礎出願・登録の指定商品・役務

例：第25類「スニーカー」を国際登録出願で指定するには・・・

類似商品・役務審査基準 第25類

国際登録出願 ≦ 基礎出願・登録

「スニーカー」 ＝ 「スニーカー」

「スニーカー」 ＜ 「靴類」

「スニーカー」 ＜ 「履物」

「スニーカー」を
包含する商品が

基礎にあればＯＫ

22特許庁



Part１ 指定商品・役務の限定

23特許庁

指定国に対する指定商品・役務の限定がある場合は、
Add limitationをクリックしてください。
限定がない場合は、次の入力画面に進んでください。

1つ以上のClassを選択して、
＋ボタン（緑枠）をクリック

してください。

指定商品・役務の表示を修正する場合は、
Class 欄を展開して Edit をクリックし、編集
します。

限定を行う指定国を選択し、
＋ボタン（⾚枠）をクリック
してください。



Part１ 優先権主張情報の入力①

24特許庁

優先権主張を行わない場合は、×ボタン
（⾚枠）をクリックして、優先権主張を
削除することができます。

 優先権主張が表示される場合、初期表示では商品と役務の全リストが優先権主張の対象に含まれます。



Part１ 優先権主張情報の入力②

25特許庁

各指定商品・役務毎に指定する場合は、左側のリストの
指定商品・役務の表示をクリックして(青背景)からその
横の矢印（緑枠）をクリックします。

◆優先権主張の追加する場合

画面右下のAddボタンをクリック

◆優先権主張の一部を編集する場合

特定のClass内の全ての指定商品・役務を優先権
主張の対象とする場合は、優先権を主張する
Classを選択し、 Classの横にある矢印（⾚枠）
をクリックします。



Part１ 標章の使用意思の宣言情報の入力(アメリカを指定する場合のみ) 

26特許庁

記載箇所は４箇所

① Signature：
・署名（漢字可）
・法人の場合は、代表権を有する者

② Signatory’s Name：
署名者の氏名 「名⇒姓」の順

③ Signatory’s Title：
法人の場合は、署名者の肩書き

例：「President」
「General Manager」 など

個人の場合は、「Applicant」

④ Date of execution：
署名した日

※出願人が複数の場合であっても、MM18の提出は1通のみ。

①

②

③

④



Part１ 手数料計算

27特許庁

「Show fees details」をクリックすると、出願に
係る手数料の内訳がすべて表示されます。
手数料を確認してください。



Part１ 注意事項等

28特許庁
※最新のNational disclaimersの記載内容は、Madrid e-Filingの出願画面からご確認ください。

注意事項を確認いただき、同意する場合は、
チェックボックス（⾚枠）にチェックを入れて
ください。



Part１ 最終確認

29特許庁

Validation画面にて、入力が完了した国際登録出
願のコピーをPDF形式でダウンロードすること
ができます。
本国官庁に提出する前に内容をご確認ください。



Part１ 手数料の支払い

特許庁

プルダウンから支払い方法を選択
してください。

30

 銀行振込を行う際は、必ずIRPI-から始まる
Reference番号を外国送金依頼書の「受取人宛
て連絡事項」の欄に記載してください。

 提出前に銀行振込を行っても、Madrid 
e-Filingの画面上で、支払日等の連絡事項を入力
することはできませんので注意してださい。

留意点

支払い方法

銀行振込 Bank transfer

クレジットカード
Credit/Debit card

WIPO予納口座
Current Account at 
WIPO

PayPal



Part１ サマリー

特許庁

支払手続が完了すると、国際登録出願が本国官
庁に提出されます。「Summary」の画面から
国際登録出願のPDFをダウンロードすることが
できます。

・My portfolio上では、国際登録出願の状態は、
Status列で確認ができます。提出後は「Submitted 
to Office」と表示されます（⾚枠）。
・WIPOへの手数料の納付ステータスはPaid列に表
示されます（緑枠）。

31

My portfolio上の歯車のアイコンをクリックし、
International Applicationをクリックすると、提
出された国際登録出願のPDFコピーをいつでも
ダウンロードすることができます。



【質問2】出願人が日本法人の場合、どちらにチェックを入れますか？

特許庁 32

①

②



【解答】出願人が日本法人の場合、どちらにチェックを入れますか？

特許庁 33

①

②



Part 1   出願の作成～願書の提出について

特許庁 34

✓ MM18をAttachmentに添付しても良いでしょうか？

→AttachmentにMM18を添付する形式は受け付けておりません。Declaration of intention to use

欄に記入してください。

✓ 本国官庁に出願を提出した後に、支払いの方法を変えることは可能ですか？

→ 本国官庁に出願を提出した後から、支払いの方法を変更することはできません。

よくある誤り

よくある質問

◼ 出願人が、日本法人または日本国民だが、Entitlement through 
establishment/domicileを選択しているケース。

→Entitlement as a nationalを選択してください。

◼ 商標に日本語を含む場合で、音訳の記載が漏れているケース。

→このケースは、音訳の記載が必須であるため、忘れずに記載してください。



特許庁 35

本国官庁からの不備通知

～

WIPOへの願書送付

Part 2 



Part 2  本国官庁からの不備連絡への応答①

36特許庁

◆本国官庁から送付されるメール

本国官庁から送付される
メールを契機として、

e-Filingにログイン

 本国官庁の審査において、修正すべき不備が見つかった場合、申請人に修正依頼が出されます。
Madrid e-Filingにログインして修正を行ってください。

・該当案件の右端にある歯車のアイコン
をクリックして案件情報の詳細を表示し、
Display irregularitiesボタンをクリック
して不備内容を表示します。

・不備の修正依頼が出された案件は、
My portfolioの一覧情報画面でStatus
がCorrection pendingになっています。

◆不備内容



Part 2  本国官庁からの不備連絡への応答②

37特許庁

不備として指摘されている情報を
確認し、必要に応じて修正します。

修正作業が完了したら、Validation画
面に戻り、Sendボタンを押すと本国
官庁に提出されます。



(参考) Madrid e-Filing を利用して出願した願書について

特許庁 38

 提出した出願のデータは、いつでもPDF形式でダウンロードすることができ、出願した内容を確認す
ることができます。

International Application（PDF）イメージ

My portfolio上の歯車のアイコンをクリッ
クし、International Applicationをクリック
すると、WIPO国際事務局に提出された国
際登録出願をダウンロードすることがで
きます。



Part 2   本国官庁からの不備通知～WIPOへの願書送付

特許庁 39

✓ 不備を修正後、どのように本国官庁に提出すればよいですか？

→Validation画面からSendボタンを押すことで、本国官庁に提出されます。

✓ WIPO国際事務局に願書の内容が送付された際に、特許庁から商標法第68条の3の第

3項に基づく願書の写しの送付はないのですか？

→WIPO国際事務局へ送付後の案件につきましては、出願人（代理人）様ご自身でe-

Filing上で出願内容を確認可能であるため、特許庁から願書の写しの送付はしておりま

せん。

よくある質問



特許庁 40

WIPOからの欠陥通報

～

通報に対する応答

Part 3 



Part 3  WIPO国際事務局からの欠陥通報への応答①

41特許庁

 出願に是正すべき欠陥がある場合には、WIPO国際事務局より欠陥通報が発せられます。
 欠陥通報があった旨は、国際出願時に入力した電子メールに通知されます。

欠陥通報が発出された案件は、
My portfolioの一覧情報画面で
StatusがIrregularity pendingに
なっています。

該当案件の右端にある歯車のアイコンを
クリックして案件情報の詳細を表示し、
Display irregularitiesボタンをクリック
して不備内容を表示します。

・Answerに回答を入力することに

よって、欠陥に応答することがで

きます。

・回答は英語で記載してください。



Part 3  WIPO国際事務局からの欠陥通報への応答②

42特許庁

応答内容を入力後、Validation画
面に戻り、Sendボタンを押すと
本国官庁に提出されます。



【質問３】欠陥通報に対する応答はどの方法で提出する？

特許庁 43

① e-Filing上のAnswer欄に応答内容を記載して提出

② e-Filing上で応答書面を添付して提出

③ 紙の応答書面を郵送・窓口で提出

④ 上記３つのいずれの方法でも提出可能



【解答】欠陥通報に対する応答はどの方法で提出する？

特許庁 44

① e-Filing上のAnswer欄に応答内容を記載して提出

② e-Filing上で応答書面を添付して提出

③ 紙の応答書面を郵送・窓口で提出

④ 上記３つのいずれの方法でも提出可能



Part 3 WIPOからの欠陥通報～通報に対する応答

特許庁 45

◼ 応答書面を書面で提出するケース。

◼ Madrid e-Filing上のAttachmentに応答書面を添付して提出するケース。

→欠陥通報の応答はMadrid e-Filing上のWIPO IrregularitiesのAnswer欄から行ってください。

✓ 応答内容をどこに記載すれば良いですか？

→ WIPO IrregularitiesのAnswer欄に記載してください。

✓ 応答の内容は日本語で記入すればよいですか？

→英語で記入してください。Answer欄に記載した内容が、WIPO国際事務局に送られるた

め、英語で記入いただく必要があります。

よくある質問

よくある誤り
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最新の動向



最新の動向 Madrid e-Filing①202３年８月1より開始

47特許庁

• 基礎となる国内商標出願後すぐにMadrid e-Filingを利用した出願が可能に！

Before After

 GBDに情報が収集されるまで２～３カ月程度かか
るため、基礎出願をした後、すぐに国際登録出願
をしたいユーザーは、e-Filingを利用できない。

 基礎の情報を手動入力可能に！

 基礎出願をした後、すぐに国際登録出願をしたい
ユーザーが、e-Filingを利用可能に！

基礎情報の手動入力ボタン
が新たに増えました！

GBDから基礎情報を
インポートできないと、

e-Filingを利用できない・・・

より多くのユーザーがMadrid e-Filingを利用可能になりました！



最新の動向 Madrid e-Filing② 2024年1月より開始予定

48特許庁

• 国際事務局に一括して手数料の納付が可能に！

特許庁

特許庁とWIPOに別々に料金を
支払うのは面倒・・・

基本手数料
(653CHF/903CHF)

＋
指定国の手数料

本国官庁手数料
9000円

特許庁

本国官庁手数料※
＋

基本手数料
(653CHF/903CHF)

＋
指定国の手数料

WIPOに一括納付するだけで
料金納付が完結！！

※9000円に相当する額をスイスフラン(CHF)建てで、お支払いただきます。

1回の支払いで、出願に必要な手数料の納付が完了します！

Before After



参考情報

特許庁 49

◆Madrid e-Filingによる国際出願手続

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid

/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html

◆Madrid e-Filingユーザーガイド
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/
document/wipo_madrid_efiling/madrid_efiling_user_guide_jpo.pdf

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/document/wipo_madrid_efiling/madrid_efiling_user_guide_jpo.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/document/wipo_madrid_efiling/madrid_efiling_user_guide_jpo.pdf


ありがとうございました

〒100-8915

東京都千代田区霞が関３－４－３

TEL:03-3581-1101

本国官庁担当 （内線2671）

特許庁審査業務部出願課 国際意匠・商標出願室
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